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第５章　実現化方策

　　　基本的な考え方１

　　　具体的な取組２

～「実践」「協働」「展開」によりまちづくりを進めます～

１． 計画の実現に向けた取組

～着実なまちづくりの「実践」～

　将来都市像の実現に向けて、本都市計画マスタープランを活用し、着実にまちづくりを実践し

ていきます。  

 

● 土地利用や建築物などの規制 ・ 誘導などにかかわる事項の決定・ 変更にあたっては、本都

市計画マスタープランの方針に沿って進めます。

● 各部門別計画づくりや具体のまちづくり施策の実施について、本都市計画マスタープランの方

針に沿って進めます。

● 土地利用、道路、公園、公共交通、防災、環境、観光など、分野横断的なまちづくりにおいては、

本都市計画マスタープランの方針との整合を図り、関係者と調整・連携しながら進めます。  

● 将来都市像の実現に向けて、都市計画マスタープランを活用し、着実にまちづくりを実践してい

きます。  

● 本都市計画マスタープランでは、人口減少 ・ 少子高齢化などの社会経済情勢の変化に対応

するため、都市計画が主体となる取組に加え、農業・ 観光など他分野が主体となり都市計画

が支援しながら進める取組も含めて方針を定めています。

● 都市計画以外の分野が主体となる取組について、必要に応じて働きかけをし、庁内で連携し

ながら効果的 ・ 効率的にまちづくりを進めます。
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上越市都市計画マスタープラン（概要版）

 

 
 

I
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

● 主要地方道新井柿崎線、一般国道２５３号沿いは一定の生活機能が集積し、合併後の上越市東部

における地域拠点と位置づけられる区域が連担するところであり、これまでの土地利用動向などを踏ま

えると、市内の東部に位置する平野部は法規制が弱く、今後も一定規模の都市的土地利用が図られ

ることが予想されます。  

● 土地利用の適正な誘導と良好な農地などを保全する観点から、人口減少や少子高齢化など、現状及

び将来の社会経済情勢の変化を踏まえた上越市のまちづくりを十分検討した上で、都市計画区域の

指定について慎重に検討します。

●  農振法や農地法による土地利用規制に基づき、引き続き優良

な農地を保全します。必要に応じて、関係分野と連携を図りな

がら、都市計画の面からも支援を検討します。

●  集落の機能低下や農業の担い手の減少、良好な営農、自然環境を保全しつつ地域の活力を維持する

ための１つの方策として、土地利用規制の適正化を図ります。  

●  平成25年度より、市街化調整区域において新たな土地利用のルールを運用していますが、地域の方々

と相談しながら、ルールの条例化などのよりよい運用方法を検討します。

●  担い手の育成や集落間の連携を図るため、地域ニーズを踏まえ、農林・ 地域振興分野など関係施策

との連携により、生活の利便性向上に取り組みます。

● 田園地域、中山間地域における生活の利便性向上や集落コミュニティの維持 ・活性化を図るため、空

き施設などの活用を図ることにより、歩いて動ける範囲での商店、診療所などの生活サービスや地域活

動の場の確保、複数の集落と中心的なエリアをコミュニティバスで結ぶなどの支援を検討します。

● 地域地区、地区計画等の見直しなど、土地利用や建築物な

どの適正な規制 ・ 誘導などに係る事項の決定または変更にあ

たっては、本都市計画マスタープランの方針に沿って進めます。  

●  新たに生活環境の維持などに取り組む必要がある地域につ

いては、地区計画等の土地利用規制 ・ 誘導の取組を検討し

ます。

● 社会経済情勢の変化や地域の実情を踏まえ、 周辺環境に

配慮しながら見直しを行います。

●  快適で充実した都市(生活)空間を形成し、各拠点が相互に連携した持続可能な都市構造の形成に

向けて、立地適正化計画の策定や空き家対策などに取り組みます。  

●  立地適正化計画の策定にあたっては、事業者、市民の意見を聞く場を設けるとともに、医療 ・ 福祉、

産業、公共交通、農業、観光、防災など庁内の各分野と連携を図り進めます。

●  検討にあたっては、居住や都市の生活を支える機能の誘導に加え、利用状況や地域の実情にあわせ

効率化を図り、土地利用と地域交通の再編により連携しながら進めます。

● 限られた財源の中で効果的 ・ 効率的なまちづくりを進めるため、既存ストックの活用の可能性、事業の

緊急性 ・ 必要性を見極め、投資効果、波及効果などを検証し、都市施設の見直しを行い、計画 ・決

定を行います。  

● 長期にわたって未着手となっている都市計画道路は、その必要性や事業実現性を踏まえて、見直しを

検討します。

●  検討にあたっては、交通機能の代替性や事業の実現可能性などの検証を行い、住民の合意形成など

を踏まえて、慎重に進めます。
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上越市都市計画マスタープラン（概要版）

● 将来都市像の実現に向けて、都市計画マスタープランを活用し、着実にまちづくりを実践していきます。

!

● 森林法による森林の保全など関係法令による土地利

用規制や、 上越市水道水源条例に基づき、 引き続

き森林を保全します。 必要に応じて、 関係分野と連

携しながら、 都市計画の面から支援を検討します。

● 中山間地域振興基本条例に基づき産業の担い手の

確保に取り組んでおり、 必要に応じて都市計画の面

からも支援を検討します。

● 人口減少 ・ 少子高齢化が進む集落において住民の日常生活に対する不安の解消を図るため、 暮らしやす

い環境や地域の活力、 コミュニティの維持 ・ 向上の方策として、 安全で安心して地域の人々が暮らせるよう

な取組を検討します。

●検討にあたっては長期的な視点を大切にし、 地域の方 と々慎重に必要性 ・ 実現性を検討します。

● 担い手の育成や集落間の連携を図るため、 地域ニーズを踏まえ、 農林・ 地域振興分野など関係施策と

の連携により、 生活の利便性向上に取り組みます。

● 本都市計画マスタープランにおけるまちづくりの方針に基づき、 土地利用と一体となった公共交通の再編に

ついて、 事業者、 市民の意向を踏まえ、 関係分野と連携を図りながら検討します。

● 上越市らしい特色ある景観の形成・ 保全を図るため、 上越市
景観計画（平成 21年策定）に基づく取組を推進します。 また、
地域ニーズの変化などを踏まえながら、 必要に応じて本都市
計画マスタープランに基づき、 景観計画区域、 景観づくり重点
区域など計画の見直しを行い、 より充実した景観づくりの実現
を目指します。

● 上越市景観条例により景観づくり重点区域に指定している安
塚区においては、 今後も区域指定を維持し、 地域に調和した
美しい景観づくりを総合的、 計画的に推進します。

● 景観に関する市民への情報提供 ・意識啓発や、 色彩ガイドラ
イン、 景観アドバイザー制度の運用などにより、 引き続き市民、
専門家の方 と々協働し、 景観づくりに取り組みます。

● 田園地域、 中山間地域における生活の利便性向

上や集落コミュニティの維持 ・活性化を図るため、

空き施設などの活用を図ることにより、 歩いて動け

る範囲での商店、 診療所などの生活サービスや地

域活動の場の確保、 複数の集落と中心的なエリア

をコミュニティバスで結ぶなどの支援を検討します 。
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上越市都市計画マスタープラン（概要版）

　２　計画の進行管理と見直し２

～より良いまちづくりの「展開」～

1）都市計画の決定・変更	 Do(実行)
　・ 市街化区域と市街化調整区域の区域区分、各種用途地域の指定など、土地利用や建築物などの適切な規制 ・ 誘導

や具体的な都市整備事業の決定 ・ 変更にあたっては、本都市計画マスタープランの方針に沿って進めます。

　・  部門別計画の見直しや、まちづくりの各種事業の実施にあたっては、本都市計画マスタープランとの整合を図り、総合的・

一体的にまちづくりを進めます。

２）関係者との調整 ・連携	 Do（実行）
　・ 土地利用、道路、公園、公共交通、防災、環境、観光など、分野横断的なまちづくりにおいては、本都市計画マスタープラ

ンの方針との整合を図り、各分野の関係者と調整 ・ 連携しながら進めます。

３）まちづくりの過程の進行管理　　Check（点検）
　・  都市計画基礎調査の結果や社会経済情勢の変化などを踏まえ、定期的に本都市計画マスタープランの方針や各

施策の妥当性を判断し、まちづくりの過程を適切に進行管理します。

４）都市計画マスタープランの見直し　　Act（評価・改善）
　・ 点検 ・ 評価結果を踏まえ、総合計画と整合を図りながら、具体のまちづくり施策 ・ 事業などが本都市計画マスタープラン

で示す方針に沿って進んでいるかどうかを判断しつつ、必要に応じて計画の見直しを行います。

　・ 見直しにあたっては、点検結果を広く市民に情報公開するとともに、計画目標年次の中間段階において、専門的な知見

や客観的な評価を受ける場を設けるなど本都市計画マスタープランの見直し体制を整え、計画の改善を進めます。

● 都市計画基礎調査や国勢調査をはじめとした各種統計データを踏まえた点検により、まちづく

りの過程を適切に進行管理し、社会経済情勢の変化などを踏まえて本都市計画マスタープラン

に基づくまちづくりの取組を客観的に評価します。

● 都市計画基礎調査の結果や総合計画と整合を図りながら、必要に応じて計画の見直しを行い、

より良いまちづくりへと展開します。

　　　市民・事業者・行政の『協働』によるまちづくリ１

２． 計画の実現に向けた仕組み

～まちづくりの主体の「協働」～

● 将来都市像を実現するため、市民（ＮＰＯなどの市民団体を含む）や事業者、行政が、目指す

将来都市像や課題を共有し、それぞれの役割に応じて協働しながら、まちづくりを進めます。

● 都市計画マスタープランを実現するためには、様々な分野の多岐にわたる施策と連携する必

要があるため、庁内の横断的な連携を取りながらまちづくりを推進します。

1）市民参加の機会充実
　・  都市計画の決定 ・ 変更などの際に説明会、アンケート調査、ワークショップ、パブリックコメントなどを実施し、市民参加

の機会の充実を図ります。

　・ 道路や公園の維持管理をはじめとした様々なまちづくり活動を支援します。

２）情報発信と意識啓発
　 ・  広報紙、ホームページ、パンフレットなどを通じてまちづくりに関する情報発信と意識啓発に取り組みます。

３）市民・事業者・ NPOなどへのまちづくり活動の支援
　・  NPO法人、地域コミュニティ団体、町内会、消防団などの各種団体のまちづくり活動を積極的に支援します。

　・ まちづくりに関する相談体制の維持 ・ 充実やまちづくり活動を支援するアドバイスや専門家の派遣などの取組を検討します。

４）都市計画提案制度の活用
　・ 都市計画の決定又は変更を地域自らが提案できる都市計画提案制度に関する情報提供や提案内容への助言などを

行い、積極的に活用します。

５）関係機関（国・県・周辺市町村）との連携・調整
　・ 広域的な都市計画に影響を与える市町村間の調整事項については、本都市計画マスタープランに沿った考え方に基

づき、連携 ・ 調整を図ります。  

　・ 広域ネットワークや観光周遊活性化などにおいて、連携 ・ 協力を働きかけ、国 ・ 県 ・ 周辺市町村との役割分担のもと

進めていきます。

６）分野横断的な連携体制のもとでのまちづくり推進（庁内）　
　・ 庁内の分野横断的な連携体制の確立を図り、本都市計画マスタープランとの整合を図りながらまちづくりを推進します。


